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サステナブルなサプライチェーン方針 

 

【はじめに】 

当社および連結子会社は、「美しい時代へ－東急グループ」をグループスローガンとして掲げ、「美しい

生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求する。」をグループの存在理念として共有

しています。 

このスローガン、存在理念の下では、当社および連結子会社の国内外における調達活動を含めた取引全

般において、関係法令等が遵守され、自由な競争に基づく公正、公平かつ透明な手続きがとられるととも

に、品質の確保、最適な価格設定、納期の遵守に加え、人権、環境等への配慮が行われること、サプライ

チェーン全体で社会的価値と経済的価値の創造に寄与する、責任ある活動となっていることが必要と考

えます。 

本方針は、当社および連結子会社が、お取引先さまとともに、持続可能な社会の実現に向け、社会から

求められる責任を果たしていくために、「国連グローバル・コンパクト」の署名企業として、４分野（ 人

権・労働・環境・腐敗防止）１０原則等の国際的な規範を尊重し、ともに遵守すべき事項を定めたもので

す。 

当社および連結子会社の事業、製品、サービスに関係するお取引先さまにおいては、本方針の趣旨と内

容をご理解いただき、当社および連結子会社とともに実践いただきたく、ご協力をお願いするものです。 

 

 

【本方針の適用範囲】 

本方針は、当社および連結子会社の事業において調達及び提供される全ての商品・サービス・原材料に

関わる直接又は間接的なお取引先さまを含むサプライチェーン全体に適用されます。 

 

 

【遵守すべき事項】 

１．安全性の確保とサービス・品質の向上 

当社が掲げる「安全基本方針」に則り、以下の事項を遵守すること。 

(1) 安全性の確保 

商品・サービスの企画、設計から提供、アフターサービスまでのあらゆる場面において、常にお

客さまの安全・安心に配慮し、安全性・健康を確保すること。 

(2) 品質管理、品質保証体制の構築 

品質管理体制を構築し、商品・サービス等の設計基準、品質基準を遵守するとともに、常に品質

の向上に努めること。 

また、調達及び提供する商品・サービス・原材料に関して、紛争、犯罪に加担しないこと。 



(3) 商品・サービスに係る必要な情報の開示 

商品・サービスの説明等は法令等を遵守し、最終消費者・利用者の判断を左右する重要事項につ

いて、理解が得られるよう説明すること。 

また、虚偽、過大な商品・サービス等の説明（不当表示等）や、差別的又は誤解を与える広告、

子どもに悪影響のある広告を行わないこと。 

 

２．各種法令等の遵守 

自国及び事業を行う国/地域の現地法及び国際法を含め、各種法令等を遵守し社会規範や企業倫理を

十分に理解し、良識と責任を持って行動すること。 

 

３．人権の尊重、労働環境への配慮 

当社が掲げる「人権方針」に則り、以下の事項を遵守すること。 

 

(1) 人権の尊重 

① 国際的な人権及び労働基準の遵守・尊重 

人権や労働に関する国際的な基準＊を支持し、人権を尊重した事業活動を行うこと。 

＊国連「国際人権章典」（「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済

的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」）、国際労働機関（ＩＬＯ）「労働における基本

的原則及び権利に関するＩＬＯ宣言」、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等 

② 差別の禁止 

国籍、人種、宗教、思想信条、性別、年齢、性的指向・性自認、障がいの有無等に基づく差

別行為を排除し、雇用や就業における機会の均等等を損なわないようにすること。 

③ ハラスメントの禁止 

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の一切のハラスメントを行わず、また

そのような発言、行動を一切容認しないこと。 

④ 地域住民等の尊重 

事業活動を行う地域の文化・慣習、地域住民やコミュニティ等を尊重すること。 

⑤ 社会的弱者・少数者の権利の尊重 

社会的弱者及び社会的少数者（マイノリティ）の権利を尊重すること。 

 

(2)  健全・安全・快適な労働環境の確保 

① 結社の自由、団体交渉権 

事業を行う国/地域の現地法令等を遵守したうえで、労働環境や賃金水準等の労使間協議を

実現する手段としての従業員の団結権や団体交渉権を尊重すること。 

② 強制労働の禁止 

強制労働を認めないこと。また、債務労働や人身取引を含む、いかなる形態の現代奴隷も認

めないこと。 

③ 児童労働の禁止 



児童労働を認めず、事業を行う国/地域で適用される法令等に定められた最低就業年齢を遵

守すること。また、18 歳未満の者を、危険有害労働に従事させないこと。 

④ 最低賃金以上の賃金支払い 

事業を行う国/地域で適用される法令等を遵守し、従業員への賃金は最低賃金以上を支払う

こと。 

⑤ 長時間労働の禁止 

事業を行う国/地域で適用される法令等を遵守し、労働時間の適正な管理を行い、違法な長

時間労働をさせないこと。 

⑥ 職場の安全・衛生の対策 

安全衛生に関する法令等に基づき安全・衛生管理を行い、労働災害を防止し、身体的・精神

的に安全で健全な労働環境・条件を整えること。 

また、機械や設備については、安全確保のために必要な職場内ルールの設定や設備の点検

等、適切な安全対策を講じること。 

なお、職場の安全衛生情報と研修、訓練は、従業員の母国語又は理解可能な言語で提供する

こと。 

⑦ 緊急時への備え 

火災や地震等緊急時における安全対策を実行し、日頃から防災訓練等、安全の確保をするこ

と。 

⑧ 労働災害及び疾病の防止 

労働災害及び職業的疾病を防止するために適切な対策を講じ、事故やトラブル等が発生し

た際は、是正措置を実施すること。 

また、その際、従業員が危険を報告するプロセスを整備すること。 

⑨ 産業衛生対策 

人体に有害な生物や化学物質等について、適切に管理し、従業員がこれらに接する際には、

研修や保護具を提供する等の対策を講じること。 

⑩ 身体に負荷のかかる作業への対策 

身体的に負荷のかかる作業、健康に被害を及ぼす作業を特定し、災害・疾病を防止するため

に、適切な対策を講じること。 

⑪ 衛生設備、食事及び住居の適切な環境の確保 

衛生的なトイレと飲料水の利用が可能な労働環境を提供すること。 

また、食事及び住居を提供する場合は、安全かつ衛生的に保ち、これらの施設は適切な環境

を確保すること。 

⑫ 外国人・移住労働者の権利保護 

外国人・移住労働者（技能実習生を含む）に対しては、関連する法令等に基づき適切な労働

管理を行い、賃金の不払い、違法な長時間労働のほか、旅券等の取上げ、強制帰国、保証金の

徴収等の違法又は不当な行為を行わず、当該労働者の理解可能な方法で労働条件の提示を行

うこと。 

 



４．公正な取引の徹底 

公正な取引を徹底すべく、以下の事項を遵守すること。 

 

(1) 腐敗行為の防止 

当社が掲げる「腐敗行為防止方針」に則り、贈収賄、利益相反、横領、利益供与の強要、不正入

札等、自己又は第三者の職務上の権力や地位を濫用する、いわゆる腐敗行為の一切を行わず、これ

を認めないこと。 

また、腐敗行為の防止に向けての取り組みを実践すること。 

(2) 反社会的勢力との関係遮断 

反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で対応すること。 

(3) 知的財産権の保護 

知的財産権（特許権、著作権、意匠権等）を保護し、第三者に帰属する知的財産権を尊重するこ

と。 

(4) 通報・相談制度の整備と報復行為の禁止 

問題の把握や解決のため、通報・相談の体制を整えること。また、通報・相談に関係する個人の

情報は秘密として厳守するとともに、通報･相談したことを理由として通報･相談者が報復等の不

利益を被らないよう適切な措置を講じること。 

 

５．環境への配慮 

当社が掲げる「環境方針」に則り、以下の事項を遵守すること。 

 

(1) 気候変動への対応 

事業活動のみならず商品・サービスのライフサイクルを通じて、エネルギーの効率的な利用と再

生可能エネルギーの利用を推進し、温室効果ガスの排出が気候変動に与えるインパクトを抑える

こと。 

また、エネルギー使用量、二酸化炭素等の温室効果ガス排出量、その他資源利用に伴う環境負荷

量の把握、その削減目標の設定、及び環境情報の適切な開示に努めること。 

(2) 生物多様性の保全 

資材調達・事業活動の際には、周辺環境（陸と海）や生物多様性、生態系への負荷の低減に取り

組むこと。 

(3) 汚染の防止 

事業を行う国/地域の各種環境法令等に基づき、大気・水質・土壌等の汚染を防止し、化学物質

を適切に管理し、汚染物質の排出防止やその原因となる材料の削減に取り組むこと。 

(4) 資源の有効利用 

事業を行う国/地域の各種環境法令等に基づき、事業に使用する資源の有効利用及び廃棄物の削

減に取り組むこと。 

(5) 適切な水使用 

適切な水資源管理及び水資源の効率的な利用に取り組み、事業及び原材料の生産に使用される



水資源の保全も考慮すること。 

(6) 適切な森林資源の活用 

生物多様性や保護価値の高い森林の保全、森林と共存する地域の文化、伝統、経済を尊重し、資

源を使用する国・地域における法令等を遵守し、再生材、認証材等の持続可能な方法で生産された

森林資源を活用するよう努めること。 

 

６．適切な情報の管理 

開示すべき情報と守秘すべき情報を明確に認識、把握し、法令を遵守して適時・適切な情報管理を行

うこと。 

個人情報やプライバシー情報、機密情報等、業務上取り扱う情報を保護し、情報漏洩を防止するため

に、管理体制を整備し、情報システムを適切に管理すること。 

 

７．BCP の構築 

災害や不測の事態に備え、事業継続計画（BCP： Business Continuity Plan）を整備すること。 

 

８．地域社会への貢献 

事業活動を行う地域の文化・慣習等を尊重し、対話を通して地域社会が関わるさまざま社会的課題を

把握し、課題解決につながる事業活動や社会貢献活動の実施に努めること。 

 

 

【遵守すべき事項の実践のための協力事項】 

1. 職場内における理解・浸透と取引先への展開 

本方針を遵守する為に、職場内における理解浸透及び、継続的な改善に努めること。 

また、お取引先さまのサプライチェーンに対しても、本方針を理解し浸透させるよう働きかける

こと。 

2. モニタリング及び是正措置への協力 

本方針に基づく活動状況のモニタリングやそれに伴う是正措置が実施される場合、これらに協力

すること。 

 

【本方針に抵触する行為への対応】 

本方針に反する行為が発生・発覚した場合は、協議の上、ともに是正に向けての努力をするものとし

ますが、調査や是正措置に全く協力が得られない場合等には、取引の継続について再検討させていただ

く場合がございます 。 

 

 

 


